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阿
久
比
町
で
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら

実
施
し
て
い
る
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
経
費
節
減
の
ア
イ
デ

ア
を
募
集
し
ま
す
。

　

事
務
事
業
の
見
直
し
、
組
織
・
機
構
、

定
員
お
よ
び
給
与
、
人
材
の
育
成
・
確
保
、

行
政
の
情
報
化
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

な
ど
経
費
の
節
減
合
理
化
に
関
す
る
こ
と

な
ら
ジ
ャ
ン
ル
は
問
い
ま
せ
ん
。
手
紙
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
願
い
し
ま
す
。

□
募
集
期
限

　

十
二
月
二
十
日（
火
）

□
問
い
合
わ
せ
先
・
提
出
先

企
画
財
政
課
内
阿
久
比
町
行
政
改
革
推

進
本
部
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８
）１
１
１
１
（
内
２
０
４
）

　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
４
８
）０
２
２
９

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

kikaku@
tow
n.agui.lg.jp

経
費
節
減
の

ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
ま
す

知
多
県
税
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

�
　

十
一
月
中
旬
に
知
多
県
税
事
務
所
か
ら

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま

で
に
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。

　

口
座
振
替
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

�
　

知
多
県
税
事
務
所
で
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

□
休
日
収
納
窓
口
の
開
設

　

日　

時

　
　

十
一
月
二
十
七
日（
日
）

　
　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

□
収
納
窓
口
の
時
間
延
長

　

日　

時

　
　

十
一
月
三
十
日（
水
）

　
　

午
後
七
時
半
ま
で

□
問
い
合
わ
せ
先

　

知
多
県
税
事
務
所
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１
）８
１
１
１

個
人
事
業
税
第
二
期
分
の
納
期
限
は

十
一
月
三
十
日（
水
）で
す

休
日
収
納
窓
口
の
開
設
と
収
納
窓
口

の
時
間
延
長
を
実
施
し
ま
す

課
税
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
土
地

の
売
却
収
入
や
住
宅
家
賃
な
ど
、
一
部

の
取
り
引
き
は
消
費
税
の
課
税
対
象
か

ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。

�
　

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
五
千
万
円

以
下
の
方
は
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
年
分
の
開
始
の
日
の
前
日

ま
で
に
、「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届

出
書
」
を
半
田
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
分
に
新
た
に
課
税
事
業
者

と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
届
出
書
を
提

出
す
る
と
、
平
成
十
七
年
分
か
ら
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※　

基
準
期
間
と
は
個
人
事
業
者
の
場
合
、

そ
の
年
の
前
々
年
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
税
務
署
個
人
課
税
部
門
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国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

簡
易
課
税
制
度

　

個
人
事
業
者
で
、
平
成
十
五
年
分
の
課

税
売
上
高
が
一
千
万
円
を
超
え
る
方
は
、

平
成
十
七
年
分
は
消
費
税
の
課
税
事
業
者

に
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
課
税
事
業
者
と
な
る
方
は
、「
消

費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
提
出
さ
れ
て
い
な
い

方
は
半
田
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

課
税
売
上
高
と
は
消
費
税
の
課
税
対

象
と
な
る
取
り
引
き
の
売
上
高
で
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
取
り
引
き
が
消
費
税
の

個人事業者の消費税の 
各種届出書 

消費税の届け出は 

済みましたか 

消費税の届け出は 

済みましたか 


